
議案第７号 

 

平成２７年度吉賀町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 

平成２７年度吉賀町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）は、次に定め

るところによる。 

 

(歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１４１，１４６千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４４，０７９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
 

(繰越明許費) 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第３表 繰越明許費」による。 
 

(地方債の補正) 
第３条 地方債の補正は「第５表 地方債補正」による。 

 

 

  

平成２８年３月７日提出 

  

吉賀町長 中 谷  勝 

 



歳　入

第１表 歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 繰入金 　      87,235       △21,811 　      65,424

1 他会計繰入金 　      87,235       △21,811 　      65,424

4 国庫支出金 　     107,999       △38,926 　      69,073

1 国庫補助金 　     107,999       △38,926 　      69,073

7 諸収入 　       9,189 　       4,691 　      13,880

2 雑入 　       9,189 　       4,691 　      13,880

8 町債 　     272,700       △85,100 　     187,600

1 町債 　     272,700       △85,100 　     187,600

歳 入 合 計 　     585,225      △141,146 　     444,079

千円 千円 千円



歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 簡易水道事業費 　     472,770      △141,146 　     331,624

1 施設管理費 　     108,223       △24,997 　      83,226

2 建設改良費 　     364,547      △116,149 　     248,398

歳 出 合 計 　     585,225      △141,146 　     444,079

千円 千円 千円



第３表　繰越明許費

事 業 名 金 額

(千円)

1 簡易水道事業費 1 施設管理費 簡易水道漏水調査事業 9,000

1 簡易水道事業費 2 建設改良費 簡易水道移設事業 13,935

款 項



第５表　地方債補正

（単位：千円）

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

1 簡易水道事業債 149,900 109,800

2 過疎対策事業債 122,800 77,800

起 債 の 目 的
補 正 前

　政府資金
について
は、その融
資条件によ
り、銀行そ
の他の場合
にはその債
権者と協定
するものに
よる。ただ
し、財政の
都合により
据置期間及
び償還期限
を短縮し、
又は繰上償
還もしくは
低利に借換
することが
できる。

年利
5.0％
以内

（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる場
合につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利
率）

証書借入
又は

証券発行

補正前に
同じ

補正前に
同じ

補正前に
同じ

補 正 後



１　総　括

（歳　入）

歳入歳出補正予算事項別明細書

款

千円 千円 千円

　１ 繰入金 　      87,235       △21,811 　      65,424

　４ 国庫支出金 　     107,999       △38,926 　      69,073

　７ 諸収入 　       9,189 　       4,691 　      13,880

　８ 町債 　     272,700       △85,100 　     187,600

　     585,225      △141,146 　     444,079歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

補正前の額 補　正　額 計



（歳　出）

款

千円 千円 千円

国　県　支　出　金 地　　　方　　　債 そ　　　の　　　他
一　　般　　財　　源

特　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源

千円 千円 千円 千円

　１ 簡易水道事業費 　     472,770      △141,146 　     331,624       △38,926       △85,100       △14,151       △2,969

　     585,225      △141,146 　     444,079       △38,926       △85,100        △2,969       △14,151歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計

補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳



  １款 繰入金
  １項 他会計繰入金

補正前の額 補　正　額 計

２　歳　入

千円 千円 千円

区　　分

節

金　　額
千円

説　　　　　　　　　明

千円

目

 1  1 一般会計繰入      △21,811 一般会計繰入金                                                △21,811一般会計繰入金 　     87,235      △21,811 　     65,424

金

　     87,235      △21,811 　     65,424計

  ４款 国庫支出金
  １項 国庫補助金

 1  1 簡易水道施設      △38,926 簡易水道事業費                                                △38,926簡易水道事業費国庫補助金 　    107,999      △38,926 　     69,073

等整備費国庫

補助金

　    107,999      △38,926 　     69,073計

  ７款 諸収入
  ２項 雑入

 1  1 雑入 　      4,691 水道管布設替補償金                                             △2,969雑入 　      9,189 　      4,691 　     13,880

消費税還付金                                                     7,645

消費税還付加算金                                                    15

　      9,189 　      4,691 　     13,880計

  ８款 町債
  １項 町債

 1  1 簡易水道事業      △40,100 簡易水道施設整備事業                                          △30,100町債 　    272,700      △85,100 　    187,600

簡易水道移設事業                                                   800債

公営企業会計適用事業                                          △10,800

 2 過疎債      △45,000 簡易水道施設整備事業                                          △45,700

簡易水道移設事業                                                   700

　    272,700      △85,100 　    187,600計

簡易水道事業特別会計



  １款 簡易水道事業費
  １項 施設管理費

３　歳　出

 1 施設管理費　    108,223      △24,997　     83,226     △10,800     △14,197  3 職員手当等 　         62 002 職員人件費                                                      90

 町債         勤勉手当                                                62

 4 共済費 　         28         共済組合負担金                                          28

004 法適化事業費                                              △10,780

13 委託料      △10,780         調査委託料                                         △9,700

        公営企業法適用支援業務                             △1,080

15 工事請負費       △2,400 050 その他経費                                                △14,307

        水道施設修繕工事費                                 △2,400

27 公課費      △11,907         消費税                                            △11,907

　    108,223      △24,997　     83,226            0     △10,800            0     △14,197計

  １款 簡易水道事業費
  ２項 建設改良費

 1 建設改良費　    364,547     △116,149　    248,398     △38,926     △74,300      △2,969           46 13 委託料       △2,969 004 簡易水道統合事業費                                       △114,680

 国庫支出金  町債  諸収入         改良工事費                                       △114,680

15 工事請負費     △113,180 050 その他経費                                                 △1,469

        測量設計業務委託料                                 △2,969

        水道管移設工事                                       1,500

　    364,547     △116,149　    248,398     △38,926     △74,300      △2,969           46計

補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

千円

節

千円

簡易水道事業特別会計



１．特別職
　　　(単位:千円)

報 酬 給 料
期 末
手 当

地 域
手 当

寒 冷 地
手 当

そ の 他
の 手 当

計

長 等

議 員

その他
特別職

計

長 等

議 員

その他
特別職

計

長 等

議 員

その他
特別職

計

補正後

補正前

比 較

区 分

給 与 費 明 細 書

共 済 費 合 計 備 考職員数
給 与 費

２．一般職

（１）　総　括

報 酬 給 料 職 員 手 当 計

補 正 後 2 6,889 5,531 12,420 2,091 14,511

補 正 前 2 6,889 5,469 12,358 2,063 14,421

比 較 62 62 28 90

職 員 数区 分 備 考合 計共 済 費

給 与 費

補正後 481 442 1,694 985 689 1,240

補正前 481 442 1,694 923 689 1,240

比 較 62

退 職 手
当 組 合
負 担 金

住 居
手 当

児 童
手 当

期 末
手 当

勤 勉
手 当

時 間 外
勤 務
手 当

宿 日 直
手 当

通 勤
手 当

特 殊
勤 務
手 当

職 員
手 当
の

内 訳

区 分
管 理 職
手 当

扶 養
手 当



（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分 増減額 備　考

給与改定に伴う増減 62

給
 
料

職
員
手
当

62

62

増 減 事 由 別 内 訳 説　　　　　　明

　給与改定に伴う増減分

　昇給に伴う増加分

　その他の増減分

　制度改正に伴う増減分

　その他の増減分

（３）　給料及び職員手当の状況

　ア、職員一人当たり給与

行政職（一） 行政職（二）

平均給料月額 （円） 292,650

平均給与月額 （円） 327,300

平 均 年 齢 （歳） 36歳6月

平均給料月額 （円） 292,650

平均給与月額 （円） 327,300

平 均 年 齢 （歳） 36歳6月

　イ、初任給

行政職（一）
（ 円 ）

行政職（二）
（ 円 ）

高 校 卒 144,600 144,600

大 学 卒 176,700 176,700

国 の 制 度

区 分

補 正 後

補 正 前

区 分
行政職（一）
（ 円 ）

行政職（二）
（ 円 ）



　ウ、等級別職員数

等　級 職員数 構成比(％) 等　級 職員数 構成比(％)

１級

２級

３級 1 50

４級 1 50

５級

６級

計 2 100

１級

２級

３級 1 50

４級 1 50

５級

６級

計 2 100

　　　（等級別の標準的な職務内容）

区　　　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

行政職（一）

主事補,主
事又はこれ
らに相当す
る職務

主事又はこ
れらに相当
する職務

主任又はこ
れらに相当
する職務

主幹又はこ
れらに相当
する職務

課長補佐又
はこれらに
相当する職
務

課長又はこ
れらに相当
する職務

行政職（二）

補 正 後

補 正 前

区　　　分
行政職（一）

　エ、昇給

代　　表　　的　　な　　職　　種

行政職（一） 行政職（二）

　職　員　数 （Ａ）人 2 2

　昇給に係る職員数  （Ｂ）人 2 2

２号給（人）

４号給（人） 2 2

６号給（人）

８号給（人）

　比率　　(B)/(A) 　　　（％） 100 100

　職　員　数 （Ａ）人 2 2

　昇給に係る職員数  （Ｂ）人 2 2

２号給（人）

４号給（人） 2 2

６号給（人）

８号給（人）

　比率　　(B)/(A) 　　　（％） 100 100

補
正
後

補
正
前

区　　　　　　　　　　分 合　　　計

号給数別内訳

号給数別内訳



　オ、期末手当・勤勉手当

６月（月分） １２月（月分）

補正後 2.025 2.175 4.20 有

補正前 1.975 2.125 4.10 有

国の制度 2.025 2.175 4.20 有

　カ、定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分
２０年勤続の者

（月分）
２５年勤続の者

（月分）
３０年勤続の者

（月分）
 最高限度額
 （月分）

備 考

支給率等 25.5563 34.583 42.413 49.59

国の制度 25.5563 34.583 42.413 49.59

備 考区　分

職制上の階
級、職務の
級等による
加算措置あ

支　　給　　期　　別　　支　　給　　率

支給率計

  キ、地域手当

支 給 対 象 地 域

支 給 率 （ ％ ）

支 給 対 象 職 員 数 （ 人 ）

国の指定基準に基づく支給率（％）

　ク、特殊勤務手当

行 政 職 （ 一 ） 行 政 職 （ 二 ）

給料総額に対する比率 （％）

支給対象職員の比率 （％）

平成27年4月1日現在

代表的な特殊勤務手当の名称

　ケ、その他の手当

区 分 国 の 制 度 と の 差 異

扶 養 手 当 国 の 制 度 と 同 じ

住 居 手 当 国 の 制 度 と 同 じ

通 勤 手 当 国 の 制 度 と 異 な る 　自動車等使用者の支給内容

区 分 全 職 種
代 表 的 な 職 種

差 異 の 内 容


